
○ 建 設 省 告 示 第 号 
建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 百 二 十 九 条 の 十 二 条 第 二 項 で

読 み 替 え て 準 用 す る 第 百 二 十 九 条 の 四 第 一 項 第 二 号 に 基 づ き 建 設 大 臣 が 定 め る 同 条 第 二 項

に 基 き エ ス カ レ ー タ ー 強 度 検 証 法 に つ い て 次 の よ う に 定 め る 。 

平 成 年 月 日 

 

エ ス カ レ ー タ ー の 強 度 検 証 法 を 定 め る 件 

第 一 令 第 百 二 十 九 条 の 十 二 第 二 項 で 読 み 替 え て 準 用 す る 令 第 百 二 十 九 条 の 四 第 一 項 第 二

号 で 定 め る エ ス カ レ ー タ ー は 、 踏 段 を く さ り に 類 す る も の で つ る エ ス カ レ ー タ ー 及 び 踏 段

を ベ ル ト で つ く り 、 当 該 ベ ル ト を 直 接 つ る エ ス カ レ ー タ ー と す る 。 

第 一 エ ス カ レ ー タ ー に 係 る 強 度 計 算 法 

一 エ ス カ レ ー タ ー に つ い て 、 令 第 百 二 十 九 条 の 十 二 条 第 二 項 で 読 み 替 え て 準 用 す る 令 第

百 二 十 九 条 の 四 第 二 項 第 二 号 で 定 め る の 値 は 一 と 、 の 数 値 は 、 踏 段 の 床 板 及 び 枠 並

び に ト ラ ス 又 は は り に あ っ て は 、 次 の 式 で 計 算 し て 求 め た 値 と 、 く さ り そ の 他 こ れ に 類

す る も の 又 は ベ ル ト に あ っ て は 、 一 ・ 五 と す る 。 

二 エ ス カ レ ー タ ー に つ い て 令 第 百 二 十 九 条 の 十 二 条 第 二 項 で 読 み 替 え て 準 用 す る 令 第

百 二 十 九 条 の 四 第 二 項 第 三 号 に 基 づ き 定 め る 踏 段 の 床 板 及 び 枠 並 び に ト ラ ス 又 は は り

の 常 時 及 び 安 全 装 置 の 作 動 時 の 設 置 時 及 び 使 用 時 の 安 全 率 は 次 の 値 と す る 。 

イ 踏 段 の 床 板 及 び 枠 

 常 時 の 安 全 率 安 全 装 置 作 動 時 の 安 全 率 

鋼 製 そ の 他 の 金 属 製 の 踏 段 三 二 

ロ ト ラ ス 又 は は り 

 常 時 の 安 全 率 安 全 装 置 作 動 時 の 安 全 率 

鉄 骨 造 の 鋼 材 の 部 分 三 二 

 

三 令 第 百 二 十 九 条 の 十 二 条 第 二 項 で 読 み 替 え て 準 用 す る 令 第 百 二 十 九 条 の 四 第 二 項 第

三 号 に 基 づ き 定 め る 常 時 及 び 安 全 装 置 作 動 時 の 設 置 時 及 び 使 用 時 の 安 全 率 は 、 次 の 表 に



定 め る 数 値 と す る 。 

 常 時 の 安 全 率 安 全 装 置 作 動 時 の 安 全 率 

 設 置 時 使 用 時 設 置 時 使 用 時 

踏 段 を つ る く さ り そ の 他

こ れ に 類 す る も の （ 踏 段 が

他 の 摩 損 又 は 疲 労 破 壊 を

生 ず る お そ れ の な い も の

で 支 え ら れ て い な い も の

に 限 る 。 次 号 に お い て 同 じ

。 ） 
三 ・ 八 三 二 ・ 五 二 

ベ ル ト 七 五 ・ 六 二 ・ 五 二 

四 エ ス カ レ ー タ ー の く さ り そ の 他 こ れ に 類 す る も の に つ い て 令 第 百 二 十 九 条 の 十 二 条

第 二 項 で 読 み 替 え て 準 用 す る 令 第 百 二 十 九 条 の 四 第 二 項 第 四 号 に 基 づ き 定 め る 設 置 時

及 び 使 用 時 の 限 界 安 全 率 は 、 次 の 表 に 定 め る 数 値 と す る 。 

 設 置 時 の 限 界 安 全 率 使 用 時 の 限 界 安 全 率 

踏 段 を つ る く さ り そ の 他

こ れ に 類 す る も の 

二 ・ 五 二 

ベ ル ト 二 ・ 五 二 

 


